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近
世
に
は
数
多
く
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の

嘴
矢
は
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
」
（
以
下
『
寿
命
院
抄
』
）
で
あ
る
。
医
師
で

あ
り
文
化
人
で
あ
っ
た
秦
宗
巴
(
-
五
五

0
ー
一
六

0
七
）
に
よ
っ
て
ま

と
め
ら
れ
、
慶
長
九
(
-
六
0
四
）
年
に
古
活
字
本
で
刊
行
さ
れ
た
。
『
寿

命
院
抄
』
の
注
釈
内
容
は
、
林
羅
山
『
野
槌
』
や
松
永
貞
徳
『
な
ぐ
さ
み
草
』

な
ど
近
世
期
に
刊
行
さ
れ
た
以
降
の
『
徒
然
草
」
の
注
釈
書
へ
と
受
け
継

が
れ
た
。
こ
の
影
響
は
綿
々
と
続
い
て
お
り
、
『
寿
命
院
抄
』
の
注
で
指
摘

さ
れ
た
出
典
が
現
代
の
注
釈
書
で
も
踏
襲
さ
れ
る
な
ど
、
注
釈
水
準
の
高

さ
に
も
一
定
の
評
価
が
見
ら
れ
る
。

『
寿
命
院
抄
』
の
特
徴
と
し
て
は
『
徒
然
草
』
の
最
初
に
「
序
」
を
設

け
た
点
や
、
前
文
に
「
條
段
ノ
多
少
次
第
ハ
数
本
ヲ
以
テ
校
合
ス
ル
ニ

各
々
不
同
今
善
ナ
ル
ニ
随
テ
決
シ
テ
上
百
三
十
七
段
下
百
五
段
合
シ
テ
戴

百
四
十
二
條
欺
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
巻
一
三
七
段
・
下
巻
一

0
五
段

を
各
章
段
に
一
・
ニ
・
三
と
数
字
を
振
っ
て
分
け
る
形
式
を
用
い
る
こ
と
で
、

章
段
区
分
を
明
確
に
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
存
す
る
『
徒
然
草
』
の

(
5
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刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
で
あ
る
「
野
槌
』
か
ら
既
に
見
ら
れ
た
。
現
在
で
も

こ
う
し
た
問
題
は
続
い
て
お
り
、
土
屋
博
映
氏
は
『
徒
然
草
』
の
章
段
区

分
に
つ
い
て
「
段
区
分
は
前
後
の
流
れ
を
遮
断
す
る
。
本
来
は
、
該
当
す

る
章
段
の
前
後
の
章
段
を
組
み
込
ま
な
い
と
、
作
品
の
真
意
が
読
み
取
れ

な
い
が
、
段
区
分
が
障
害
と
な
り
、
本
質
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
、

各
章
段
に
分
け
て
読
む
た
め
作
品
理
解
に
弊
害
が
生
じ
る
懸
念
を
表
明
し
、

(
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前
後
の
章
段
と
の
関
連
性
を
見
出
し
て
読
む
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

で
は
『
徒
然
草
』
を
各
章
段
に
数
字
を
振
っ
て
分
け
る
形
式
を
用
い
た

『
寿
命
院
抄
』
で
は
、
章
段
間
の
関
連
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の

か
。
島
内
氏
は
『
寿
命
院
抄
』
で
前
後
の
章
段
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た

注
に
つ
い
て
、
五
二
段
＼
五
四
段
、
五
六
段
・
五
七
段
、
五
八
段
・
五
九

段
、
七
四
段
＼
七
八
段
、
八
二
段
・
八
三
段
、
一

0
九
段

i
-
―
一
段
、

―
―
四
段

i
-
―
六
段
、
一
―
八
段
．
―
-
九
段
、
一
三
五
段
・
一
三
六

(
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段
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
島
内
氏
が
取
り
上
げ
た
章
段
を

改
め
て
確
認
す
れ
ば
、
五
二
段
ー
五
四
段
は
教
科
書
等
で
有
名
な
仁
和
寺

の
法
師
に
関
連
す
る
一
連
の
章
段
、
ま
た
一
―
八
段
．
―
-
九
段
は
鯉
や

鰹
な
ど
魚
に
関
連
す
る
話
題
が
共
通
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
章
段
間
の
関

連
性
は
密
接
で
あ
る
。
し
か
し
島
内
氏
の
論
文
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、

『
寿
命
院
抄
』
で
記
さ
れ
た
章
段
間
の
関
連
性
を
示
す
注
の
全
て
は
紹
介
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
本
論
文
で
は
『
寿
命
院
抄
』
で
指
摘
さ
れ
た
章

段
間
の
関
連
性
を
記
し
た
注
の
全
て
を
リ
ス
ト
化
す
る
。
そ
し
て
島
内
氏

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
章
段
に
つ
い
て
個
々
の
内
容
を
検
証
す
る
こ

と
に
よ
り
、
『
徒
然
草
」
の
注
釈
史
に
お
け
る
『
寿
命
院
抄
』
の
特
徴
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
。

は
じ
め
に

秦
宗
巴
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』

ー
章
段
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
ー
~

； 
,' 
！ 

『
寿
命
院
抄
」
で
最
初
に
近
接
章
段
間
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
の
は

四
段
で
あ
る
（
表
1
参
照
）
。
四
段
で
は
「
前
三
段
二
大
カ
タ
人
間
界
ノ

ア
ラ
マ
ホ
シ
キ
事
ヲ
イ
、
ッ
ク
シ
此
段
ヨ
リ
後
世
ニ
ウ
ツ
ル
次
第
眼
ヲ
付

ヘ
キ
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
一
段
は
「
い
で
や
、
こ
の
世
に
生
れ
て

(
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は
、
願
は
し
か
る
べ
き
事
こ
そ
多
か
め
れ
」
と
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
か

ら
に
は
こ
う
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
に
つ
い
て
、
帝
や
摂
政
関
白
等
の
身

分
、
容
姿
の
優
れ
た
人
間
な
ど
を
例
に
書
か
れ
て
い
る
。
二
段
で
は
「
い

に
し
へ
の
ひ
じ
り
の
御
代
」
の
政
治
を
例
に
、
順
徳
院
が
天
皇
の
衣
服
は

質
素
で
よ
い
と
し
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
三
段
は
恋
の
情
趣
を
理

解
す
る
男
の
魅
力
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
章
段
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
・
ニ
・

三
段
で
は
、
い
ず
れ
も
現
世
で
か
く
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
が
記
さ
れ
た

章
段
で
あ
る
。
し
か
し
四
段
は
「
後
の
世
の
事
、
心
に
わ
す
れ
ず
、
仏
の

道
う
と
か
ら
ぬ
、
こ
こ
ろ
に
く
し
」
と
あ
り
、
現
世
に
お
け
る
願
い
か
ら

後
世
や
仏
教
へ
と
章
段
内
容
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
『
寿
命
院
抄
』

で
は
「
眼
ヲ
付
ヘ
キ
也
」
と
、
章
段
内
容
の
変
化
に
注
意
を
促
す
注
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。

―
一
段
で
は
「
此
段
前
段
卜
同
類
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
一

0
段

は
「
家
居
の
つ
き
づ
き
し
く
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮
の
宿
り
と
は
思

へ
ど
、
興
あ
る
も
の
な
れ
」
と
始
ま
り
、
住
居
を
例
に
し
て
人
間
の
無
常

な
生
活
に
つ
い
て
書
き
、
自
然
な
生
活
と
不
自
然
な
作
為
と
の
対
比
が
な

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
一
段
は
「
神
無
月
の
比
」
に
風
情
の
あ
る
庵
を

訪
ね
た
際
に
、
庭
の
柑
子
の
木
に
厳
重
な
囲
い
が
あ
る
の
を
見
て
興
醒
め

ーヽ

『
寿
命
院
抄
』
に
お
け
る
近
接
章
段
の
関
連
性

の
注
釈
姿
勢

写
本
類
を
見
れ
ば
、
正
徹
本
や
常
縁
本
で
は
改
行
や
朱
墨
の
「
＼
」
「
●
」

等
の
印
、
烏
丸
本
で
は
改
行
に
よ
っ
て
章
段
区
分
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
は
正
確
に
章
段
区
分
を
示
し
て
い
る
の
か
曖
昧
な
例
も
数
多

く
見
ら
れ
、
『
寿
命
院
抄
』
の
よ
う
に
数
字
を
用
い
た
明
確
な
章
段
区
分
と

(
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は
異
な
る
。
こ
う
し
た
章
段
区
分
の
示
し
方
に
つ
い
て
島
内
裕
子
氏
は
「
徒

然
草
を
章
段
に
区
切
り
、
番
号
を
付
し
た
の
は
、
こ
れ
以
前
の
、
徒
然
草

の
写
本
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
注
目
さ
れ
る
。
章
段
に
区
切
っ
て
番

号
を
付
す
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
注
釈
が
し
や
す
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
」

と
、
「
寿
命
院
抄
』
が
数
字
を
用
い
て
章
段
区
分
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
『
徒

然
草
』
研
究
の
発
展
へ
と
繋
が
っ
た
と
評
価
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
『
徒

然
草
」
を
章
段
ご
と
に
分
け
る
形
式
は
現
在
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

章
段
区
分
の
な
い
『
徒
然
草
』
を
想
起
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
つ
ま
り
現

在
の
『
徒
然
草
』
の
読
み
方
は
、
『
寿
命
院
抄
』
で
定
義
さ
れ
た
章
段
形
式

で
読
む
と
い
う
方
向
性
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
『
徒
然
草
』
を
各
章
段
に
分
け
た
こ
と
で
利
便
性
が
向
上
し

た
一
方
、
各
章
段
を
個
別
に
読
む
傾
向
が
生
ま
れ
る
弊
害
が
生
じ
た
。
島

内
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
『
寿
命
院
抄
』
の
次
に

久
保
田

弘
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し
た
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
一

0
段
．
―
一
段
は
い
ず
れ
も
住
人
と
住
居

と
の
関
連
性
を
記
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
た
め
、
同
類
の
章
段
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

一
四
段
で
は
「
和
歌
コ
ソ
ナ
ヲ
ヲ
カ
シ
キ
物
ナ
ヲ
ノ
字
二
吟
味
ア
リ
上

ノ
段
ノ
文
選
文
集
ナ
ト
ヘ
ア
タ
リ
テ
見
ル
ヘ
キ
也
」
と
あ
る
。
一
三
段
で

は
「
ひ
と
り
灯
の
も
と
」
で
、
「
文
選
』
や
『
白
氏
文
集
」
等
の
古
典
作
品

を
読
む
と
心
が
慰
め
ら
れ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
四
段
は
「
和

歌
こ
そ
、
な
ほ
を
か
し
き
も
の
な
れ
」
と
昔
の
歌
に
は
情
緒
が
あ
っ
た
と
『
古

今
集
』
等
を
例
に
挙
げ
、
そ
の
魅
力
が
述
べ
ら
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一
三
段
・

一
四
段
は
、
和
漢
の
古
典
籍
の
魅
力
が
説
か
れ
る
内
容
で
共
通
し
て
お
り
、

ま
た
「
和
歌
こ
そ
な
を
」
と
一
三
段
に
挙
げ
ら
れ
た
書
籍
と
の
比
較
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
段
と
の
連
続
性
が
高
い
章
段
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。二

三
段
で
は
「
此
段
ハ
前
段
ニ
ハ
上
代
ヲ
シ
タ
ヒ
タ
ル
事
ヲ
述
タ
リ
妥

ニ
テ
又
末
ノ
世
ト
ハ
イ
ヘ
ト
モ
禁
中
ノ
義
ヲ
ホ
メ
テ
書
タ
リ
」
と
あ
る
。

三
一
段
は
「
な
に
事
も
、
古
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
」
と
古
い
時
代
に

心
が
惹
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
手
紙
や
会
話
で
の
言
葉
遣
い
を
例
に
挙

げ
て
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一
方
、
二
三
段
は
「
お
と
ろ
へ
た
る
末
の

世
と
は
い
へ
ど
、
な
ほ
九
重
の
神
さ
び
た
る
有
様
こ
そ
、
世
づ
か
ず
め
で

た
き
も
の
な
れ
」
と
、
末
世
に
お
い
て
も
宮
中
で
は
品
格
が
保
た
れ
て
い

る
こ
と
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
二
ニ
段
は
既
に
失
わ
れ
た
古
い
時
代
へ
の

思
慕
の
念
が
書
か
れ
、
二
三
段
で
は
古
い
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
文

化
が
記
さ
れ
た
章
段
で
あ
る
た
め
、
両
段
の
関
連
性
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

二
六
段
で
は
「
此
段
世
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
リ
心
ノ
外
ニ
ナ
リ
行
事
ノ
ア
ハ

も
っ
と
も
だ
と
、
好
ま
し
い
心
遣
い
の
例
が
書
か
れ
て
い
る
。
三
十
七
段

は
朝
夕
と
隔
て
な
く
慣
れ
親
し
ん
だ
人
が
、
ふ
と
し
た
時
に
遠
慮
を
し

て
、
改
ま
っ
た
様
子
に
見
え
る
の
を
「
今
さ
ら
、
そ
ん
な
風
に
し
な
く
て

も
」
と
言
つ
人
も
あ
る
が
、
や
は
り
誠
実
で
あ
り
、
よ
い
人
だ
と
思
わ
れ
る
。

疎
遠
な
人
が
、
打
ち
解
け
た
こ
と
を
言
う
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
よ
い
と
思

わ
れ
る
と
、
親
し
い
人
と
疎
遠
な
人
の
両
者
の
場
合
の
心
遣
い
が
述
べ
ら

れ
る
。
三
十
五
段
は
字
の
巧
拙
が
相
手
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か

と
い
う
心
遣
い
、
三
十
六
段
は
具
体
例
と
し
て
女
性
を
挙
げ
て
い
る
が
性

別
に
関
係
の
な
い
心
遣
い
、
そ
し
て
三
十
七
段
も
同
様
の
心
遣
い
で
あ
る

た
め
「
男
女
ト
モ
ニ
心
ッ
カ
ヒ
ア
ル
ヘ
キ
事
也
」
と
連
続
す
る
三
段
の
関

連
性
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

四
四
段
で
は
「
此
段
又
エ
ン
ニ
ャ
サ
シ
キ
風
情
上
段
二
通
ツ
ル
也
」
と

あ
る
。
四
三
段
は
「
春
の
暮
つ
か
た
」
に
風
情
の
あ
る
家
を
見
か
け
入
っ

た
と
こ
ろ
、
容
貌
の
美
し
い
二

0
歳
く
ら
い
の
男
が
書
物
を
読
ん
で
い
た

出
来
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
四
四
段
は
「
あ
や
し
の
竹
の
網
戸
の

う
ち
よ
り
、
い
と
若
き
男
」
が
、
月
の
光
の
下
で
笛
を
吹
い
て
貴
族
の
邸

宅
へ
と
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
前
半
で
書
か
れ
、
後
半
は
御
堂
内
の
香
の

匂
い
や
庭
園
の
優
美
さ
が
書
か
れ
て
い
る
。
両
段
と
も
風
情
の
あ
る
家
屋

と
優
美
な
男
と
い
う
題
材
が
共
通
し
て
お
り
、
三
一
・
三
二
段
と
同
様
「
エ

ン
ニ
ャ
サ
シ
キ
風
情
」
が
共
通
す
る
章
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

八
0
段
で
は
「
前
段
二
法
師
ハ
ッ
ハ
モ
ノ
、
道
ヲ
タ
テ
ト
云
ヲ
ウ
ケ
テ

書
タ
リ
ノ
ミ
ノ
字
ニ
テ
上
達
部
殿
上
人
マ
テ
モ
カ
、
ル
也
」
と
あ
る
。
こ

こ
で
『
寿
命
院
抄
」
の
注
記
し
て
い
る
前
段
は
、
現
在
で
は
同
一
の
章
段

と
さ
れ
て
い
る
。
前
段
を
受
け
て
書
く
と
注
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
章
段
間

＇i'・

1 1, 
！， I 

l 1, ,, 

| 
i 

レ
ヲ
ノ
フ
ル
也
前
段
二
類
ス
ル
也
」
と
あ
る
。
二
五
段
は
「
飛
鳥
川
の
淵

瀬
常
な
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
、
時
移
り
事
去
り
」
と
無
常
の
世
で
あ
る
の

に
将
来
を
計
画
す
る
僕
さ
に
つ
い
て
、
京
極
殿
・
法
成
寺
・
道
長
の
遺
跡

等
の
事
物
を
例
に
挙
げ
て
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一
方
、
二
六
段
は
「
風

も
吹
き
あ
へ
ず
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
の
花
に
」
と
、
人
間
の
心
が
移
り
変
わ

る
催
さ
に
つ
い
て
和
歌
を
例
に
挙
げ
て
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
二
五
段

は
人
間
の
作
る
事
物
や
事
業
の
僕
さ
に
つ
い
て
、
二
六
段
で
は
移
ろ
っ
て

い
く
人
間
の
心
の
僕
さ
が
書
か
れ
て
お
り
、
両
段
の
関
連
性
は
深
い
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

三
二
段
で
は
「
此
段
ヤ
サ
シ
キ
風
情
前
段
二
同
シ
枕
草
子
ヲ
以
テ
書
夕

リ
」
と
あ
る
。
三
一
段
で
は
「
雪
の
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝
」
に
女

性
と
交
わ
し
た
手
紙
に
つ
い
て
回
想
し
、
「
今
は
な
き
人
な
れ
ば
、
か
ば
か

り
の
事
も
わ
す
れ
が
た
し
」
と
締
め
括
ら
れ
る
。
一
方
、
三
二
段
は
「
九

月
廿
日
の
比
」
の
月
夜
に
見
か
け
た
女
性
の
優
美
さ
を
回
想
し
、
「
そ
の
人
、

ほ
ど
な
く
う
せ
に
け
り
」
と
締
め
括
ら
れ
る
。
両
段
は
優
美
な
女
性
と
の

間
に
あ
っ
た
出
来
事
の
回
想
と
い
う
題
材
、
ま
た
い
ず
れ
も
死
者
を
回
想

す
る
構
成
と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
、
同
類
の
章
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

三
七
段
で
は
「
以
上
三
段
男
女
ト
モ
ニ
心
ッ
カ
ヒ
ア
ル
ヘ
キ
事
也
」
と

あ
る
。
三
十
五
段
は
、
字
が
下
手
な
の
を
気
に
せ
ず
無
造
作
に
書
く
の
は

よ
い
が
、
見
苦
し
い
か
ら
と
代
筆
を
さ
せ
る
の
は
嫌
味
だ
と
い
う
意
見
が

述
べ
ら
れ
る
。
三
十
六
段
は
長
い
間
女
の
家
を
訪
れ
ず
、
ど
ん
な
に
相
手

は
恨
ん
で
い
る
か
と
自
ら
の
行
い
を
反
省
し
て
い
る
際
に
、
女
性
の
方
か

ら
「
下
男
を
一
人
貸
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
の
は
と
て
も
嬉
し
く
、

そ
の
よ
う
な
気
立
て
の
人
が
好
ま
し
い
と
あ
る
人
が
申
さ
れ
て
い
た
の
は

の
関
連
性
が
密
接
で
あ
っ
た
た
め
―
つ
の
章
段
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に

(
9
)
 

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
九
段
で
は
「
心
ノ
ト
リ
、
、
二
愚
ナ
ル
事
ヲ
論
シ
テ
、
前
段
二
次
第

ル
者
也
」
と
あ
る
。
八
八
段
で
は
、
あ
る
人
が
持
っ
て
い
た
小
野
道
風
の

和
漢
朗
詠
集
に
つ
い
て
、
作
者
と
作
品
の
年
代
が
異
な
る
と
指
摘
さ
れ
た

際
に
、
だ
か
ら
珍
し
い
の
だ
と
大
切
に
し
た
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
八
九
段
で
は
、
あ
る
僧
侶
が
猫
又
の
噂
を
聞
い
た
帰
り
道
に
、
猫
又

に
襲
わ
れ
た
と
思
っ
て
小
川
に
落
ち
た
が
、
実
際
は
飼
い
犬
だ
っ
た
話
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
両
段
と
も
愚
か
な
勘
違
い
の
話
と
し
て
共
通
し
て
お

り
、
関
連
性
の
高
い
章
段
内
容
と
捉
え
ら
れ
る
。

1
0
五
段
で
は
「
前
段
ニ
ヒ
ト
シ
ク
エ
ン
ニ
ャ
サ
シ
キ
体
也
」
と
あ

る
。
一

0
四
段
で
は
、
あ
る
人
物
と
荒
れ
た
家
に
住
む
女
性
と
の
や
り
取

り
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一

0
五
段
で
は
人
気
の
な
い
渡
殿
で
優

雅
な
男
女
が
話
し
て
い
る
様
子
が
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一

0
四
段
・

1
0
五
段
と
も
、
男
女
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
王
朝
物
語
的
な
筆
法
で
書

か
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
お
り
「
エ
ン
ニ
ャ
サ
シ
キ
体
也
」
と
捉
え
ら

れ
る
。一

五
四
段
で
は
「
此
人
東
寺
ノ
門
二
此
人
ト
ハ
資
朝
卿
ヲ
云
也
前
段

ノ
余
論
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
書
出
ナ
レ
ト
モ
心
ハ
各
別
ノ
義
也
翫
味
ア
ル
ヘ
キ
段

也
」
と
あ
る
。
一
五
三
段
で
は
「
為
兼
大
納
言
入
道
」
が
逮
捕
さ
れ
る
様

子
を
見
た
日
野
資
朝
が
「
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
思
い
出
に
、
こ
う
あ
り
た

い
も
の
だ
」
と
言
っ
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
五
四
段
は

資
朝
が
手
足
の
ね
じ
曲
が
っ
た
障
害
者
を
見
た
際
に
、
自
分
が
大
切
に
し

て
い
る
鉢
植
え
の
木
も
こ
れ
ら
の
人
々
を
珍
奇
の
目
で
見
る
の
と
同
じ
だ

-19 - -18 -



と
感
得
し
、
全
て
捨
て
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
両
段
は
い
ず
れ
も

資
朝
の
逸
話
で
共
通
し
て
い
る
が
、
異
な
る
性
格
面
が
描
き
だ
さ
れ
て
い

る
た
め
「
前
段
ノ
余
論
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
書
出
ナ
レ
ト
モ
心
ハ
各
別
ノ
義
也
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。

一
五
八
段
で
は
「
是
ヨ
リ
以
下
三
段
常
二
云
事
ノ
ア
ヤ
マ
リ
ヲ
タ
、
ス

也
」
と
あ
る
。
一
五
八
段
で
は
面
の
底
に
残
っ
た
酒
を
捨
て
る
こ
と
を
「
凝

当
」
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
「
魚
道
」
だ
と
訂
正
さ
れ
た
話
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
五
九
段
は
「
み
な
む
す
び
」
と
い
う
糸
の
結
び
方

は
「
蛙
」
と
い
う
貝
に
似
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
「
に
な
」
は
誤
り
と
す
る

説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
六

0
段
は
門
に
額
を
か
け
る
の
を
「
う
つ
」
、

見
物
の
桟
敷
を
「
う
つ
」
、
「
行
法
」
等
の
法
を
濁
ら
ず
に
「
ほ
う
」
と
い

う
こ
と
が
間
違
い
だ
と
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
二
段
は
い
ず
れ

も
言
葉
の
間
違
い
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
関
連
性
の

高
い
一
群
の
章
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

一
七
五
段
で
は
「
前
段
ノ
用
捨
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
『
寿
命
院
抄
』

の
注
記
し
て
い
る
前
段
は
、
現
在
で
は
同
一
の
章
段
と
さ
れ
て
い
る
。
章

段
間
の
関
連
性
が
密
接
で
あ
っ
た
た
め
、
同
一
の
章
段
と
し
て
扱
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
八
六
段
で
は
「
已
上
二
段
ハ
馬
芸
ニ
ト
ッ
テ
用
心
ヲ
云
也
」
と
あ
る
。

一
八
五
段
は
馬
術
の
名
人
「
城
陸
奥
守
泰
盛
」
が
、
馬
の
些
細
な
仕
草
か

ら
性
質
を
読
み
取
っ
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
八
六
段
で

は
馬
を
観
察
し
器
具
の
点
検
を
行
っ
て
問
題
が
あ
れ
ば
走
ら
せ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
馬
術
の
名
人
の
心
得
が
書
か
れ
て
い
る
。
両
段
は
馬
術
の
専

門
家
の
心
得
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
た
め
「
馬
芸
ニ
ト
ッ
テ
用
心
ヲ

も
、
最
明
寺
入
道
が
質
素
倹
約
を
主
と
し
た
武
家
の
生
活
を
好
ん
だ
逸
話

で
あ
り
、
注
記
に
「
奢
ヲ
極
メ
サ
ル
ノ
教
戒
也
」
と
あ
る
よ
う
に
章
段
間

で
連
続
す
る
教
訓
性
が
読
み
取
れ
る
。

―――

1
0
段
で
は
「
前
ノ
段
余
論
也
」
と
あ
る
。
ニ
―
九
段
は
、
横
笛
に

つ
い
て
笙
の
専
門
家
で
あ
る
竜
秋
の
説
を
聴
い
た
四
条
黄
門
は
感
動
し
た

が
、
本
来
の
笛
の
専
門
家
で
あ
る
景
茂
に
よ
れ
ば
竜
秋
の
説
は

l

説
に
過

ぎ
な
い
と
言
わ
れ
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
―
―
―

1
0
段
は
、
田

舎
は
下
品
な
も
の
が
多
い
け
れ
ど
天
王
寺
の
舞
楽
は
引
け
を
取
ら
な
い
と

天
王
寺
の
楽
人
に
伝
え
た
際
に
、
聖
徳
太
子
の
時
代
か
ら
伝
わ
る
秘
伝
の

調
子
を
利
用
し
て
調
律
を
行
う
た
め
だ
と
言
わ
れ
た
話
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
両
段
と
も
楽
器
に
関
連
す
る
専
門
家
の
逸
話
で
あ
る
た
め
「
前
ノ
段

余
論
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

『
寿
命
院
抄
』
の
注
釈
で
は
島
内
氏
が
取
り
上
げ
た
注
記
の
例
以
外
に
、

こ
れ
ら
の
章
段
で
近
接
章
段
間
の
関
連
性
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
注
記
も
当
該
章
段
間
の
関
連
性
に
つ
い

て
的
確
に
評
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
『
寿
命
院
抄
』

と
い
う
注
釈
書
の
一
っ
の
特
徴
と
し
て
、
『
徒
然
草
』
を
個
別
の
章
段
で
は

な
く
、
近
接
章
段
と
の
関
連
性
を
意
識
し
て
読
む
こ
と
を
注
記
に
よ
っ
て

促
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
接
す
る
章
段
間
の
関
連

性
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
章
段
内
容
の
理
解
が
深
ま
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
宗
巴
は
各
章
段
の
前
後
だ
け
に
着
目
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
『
徒
然
草
』
を
一
冊
の
書
物
と
し
て
捉
え
て
い
た
な
ら
ば
、

遠
隔
章
段
と
の
関
連
性
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
節
で
は
『
寿
命

院
抄
』
の
注
の
中
か
ら
、
遠
隔
章
段
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
も
の
を
取

『
寿
命
院
抄
』
で
最
初
に
遠
隔
章
段
間
の
関
連
性
へ
の
指
摘
が
見
ら
れ
る

の
は
六
段
で
あ
る
（
表
2
参
照
）
。
六
段
で
は
「
此
段
子
孫
ナ
カ
ラ
ン
事

ヲ
頻
ホ
ト
ニ
也
又
下
巻
ノ
五
十
四
段
二
女
ト
イ
フ
物
コ
ソ
ヲ
ノ
コ
ノ
モ
ツ

マ
シ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ト
ア
リ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
下
巻
ノ
五
十
四
段
」
と

は
現
在
の
一
九

0
段
を
指
す
。
一
九

0
段
は
、
男
性
は
妻
を
持
つ
べ
き
で

な
い
と
い
う
考
え
か
ら
始
ま
り
、
連
れ
添
っ
て
い
た
女
性
の
変
化
や
、
子

ど
も
を
持
つ
こ
と
の
情
け
な
さ
が
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一
方
、
六
段

で
は
、
ど
の
よ
う
な
身
分
で
も
子
ど
も
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考

え
が
、
染
殿
大
臣
や
聖
徳
太
子
を
例
に
挙
げ
て
説
か
れ
て
い
る
。
両
段
は
、

子
ど
も
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
書
か
れ
た
点
で
共
通
し
て

い
る
た
め
、
遠
隔
章
段
間
の
関
連
性
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

―
二
段
で
は
「
此
段
ハ
前
十
九
ノ
段
ニ
オ
リ
フ
シ
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
ル
ヲ

書
タ
ル
ニ
秋
コ
ソ
面
白
ケ
レ
春
コ
ソ
面
白
ケ
レ
ト
書
出
タ
リ
ソ
ノ
筆
方
ニ

同
シ
」
と
あ
り
、
一
九
段
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
九
段
は
四
季

の
移
り
変
わ
り
の
中
に
見
ら
れ
る
情
緒
に
つ
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕

草
子
』
を
引
用
し
な
が
ら
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一
方
―
二
段
は
、
月
・

花
・
風
•
水
な
ど
の
自
然
の
風
物
に
よ
り
心
が
慰
め
ら
れ
る
と
書
か
れ
た

章
段
で
あ
る
。
両
段
は
四
季
の
自
然
の
な
か
で
情
緒
を
感
じ
る
景
物
を
述

べ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
た
め
、
「
ソ
ノ
筆
方
二
同
シ
」
と
捉
え
ら
れ
る
。

八
一
段
で
は
「
此
段
モ
テ
ル
調
度
マ
テ
心
ヲ
付
ル
也
前
第
十
ノ
段
二
大

カ
タ
家
居
ニ
コ
ソ
コ
ト
サ
マ
ハ
ヲ
シ
ハ
カ
ラ
ル
レ
ト
ア
ル
其
類
也
」
と
あ

2
、
「
寿
命
院
抄
』
に
お
け
る
遠
隔
章
段
間
の
関
連
性

り
上
げ
る
。

云
也
」
と
関
連
性
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
段
で
は
「
此
段
前
ノ
余
論
也
」
と
あ
る
。
一
九
五
段
は
、
あ
る

人
が
地
蔵
菩
薩
を
田
ん
ぼ
で
洗
う
人
物
を
見
か
け
た
が
、
そ
れ
は
久
我
内

大
臣
だ
っ
た
と
い
う
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
九
六
段
は
、
神

輿
の
先
払
い
を
し
て
い
た
久
我
内
大
臣
の
作
法
に
対
し
て
土
御
門
太
政
大

臣
が
指
摘
し
た
際
に
、
「
随
身
の
ふ
る
ま
ひ
は
、
兵
使
の
家
が
知
る
事
に
候
」

と
明
瞭
に
返
答
し
た
こ
と
が
称
賛
さ
れ
た
章
段
で
あ
る
。
両
段
は
久
我
内

大
臣
に
関
す
る
話
で
共
通
し
て
い
る
た
め
「
此
段
前
ノ
余
論
也
」
と
注
記

さ
れ
て
い
る
。

―
1
0
七
段
で
は
「
此
段
モ
上
段
二
心
通
見
怪
不
怪
ノ
類
也
」
と
あ
る
。

―
1
0
六
段
は
、
牛
が
庁
舎
の
中
に
入
っ
て
き
た
こ
と
を
怪
事
と
し
て
報
告

し
よ
う
と
し
た
際
に
、
検
非
違
使
の
別
当
で
あ
っ
た
徳
大
寺
か
ら
助
言
さ

れ
報
告
し
な
か
っ
た
が
、
以
降
も
怪
異
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
話
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
二

0
七
段
は
「
亀
山
殿
」
を
建
築
す
る
際
に
、
蛇
が

集
ま
っ
た
塚
を
壊
し
て
い
い
か
思
案
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
徳
大
寺
が
問
題

な
い
と
し
て
塚
を
壊
し
た
が
以
降
も
祟
り
は
な
か
っ
た
話
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
両
段
と
も
徳
大
寺
を
迷
信
に
捉
わ
れ
な
い
人
物
と
し
て
紹
介
す
る

逸
話
で
あ
る
た
め
、
「
此
段
モ
上
段
二
心
通
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

二
―
五
段
で
は
「
此
段
井
二
下
ノ
段
執
権
ノ
人
ナ
カ
ラ
質
素
ヲ
用
テ
奢

ヲ
極
メ
サ
ル
ノ
教
戒
也
」
と
あ
る
。
―
二
五
段
は
「
平
宣
時
朝
臣
」
が
最

明
寺
入
道
の
酒
席
に
呼
ば
れ
た
際
に
、
味
噌
だ
け
の
粗
末
な
肴
だ
っ
た
が

楽
し
く
杯
を
重
ね
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
―
―

9

六
段
は
最

明
寺
入
道
が
鶴
岡
八
幡
宮
へ
参
拝
し
た
際
に
、
三
献
だ
け
の
簡
素
な
も
て

な
し
に
何
の
不
満
も
示
さ
な
か
っ
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
両
段
と
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る
。
先
に
挙
げ
た
一

0
段
は
、
住
居
を
例
に
し
て
無
常
な
人
間
の
営
み
を

述
べ
、
自
然
な
生
活
と
不
自
然
な
作
為
と
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一

方
八
一
段
は
、
屏
風
等
の
絵
や
文
字
が
見
苦
し
い
筆
遣
い
な
の
は
、
そ
の

家
の
主
人
の
品
性
が
見
苦
し
い
と
い
う
考
え
が
書
か
れ
て
い
る
。
両
段
は
、

家
主
と
調
度
品
と
の
関
連
性
が
述
べ
ら
れ
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
同
類

の
章
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

九
0
段
で
は
「
ナ
ト
カ
、
シ
ラ
ハ
カ
リ
ノ
ミ
エ
サ
リ
ケ
ン
此
奥
二
人

二
ヲ
ク
レ
テ
四
十
九
日
ノ
仏
事
ニ
ア
ル
所
聖
ヲ
請
シ
侍
シ
ニ
ト
云
段
ノ
結

句
二
錬
ニ
テ
キ
リ
心
ミ
タ
リ
ケ
ル
ニ
ャ
イ
ト
オ
カ
シ
ト
ア
リ
此
結
句
二
心

相
似
タ
リ
一
段
ノ
大
意
モ
須
同
意
欺
」
と
あ
る
。
こ
の
「
四
十
九
日
ノ
仏

事
ニ
ア
ル
所
聖
ヲ
請
シ
侍
シ
ニ
ト
云
段
」
と
は
現
在
の
一
―
一
五
段
を
指
し

て
い
る
。
一
―
一
五
段
は
、
上
人
の
説
法
が
見
事
で
あ
っ
た
と
褒
め
合
っ
た

時
に
あ
る
人
が
「
あ
れ
ほ
ど
唐
犬
に
似
て
い
る
と
は
」
と
言
っ
て
感
動
が

失
わ
れ
た
話
と
、
あ
る
人
が
「
剣
は
両
方
に
刃
が
つ
い
て
い
る
か
ら
持
ち

上
げ
る
時
に
自
分
の
首
を
斬
っ
て
し
ま
う
か
ら
人
を
斬
る
こ
と
が
出
来
な

い
」
と
言
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
「
剣
に
て
人
を
斬
り
試
み
た
り
け
る
に
や
。

い
と
を
か
し
か
り
き
」
と
結
ば
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一
方
九

0
段
は
、
乙

鶴
丸
と
い
う
稚
児
が
外
出
か
ら
帰
っ
て
き
た
際
に
「
相
手
の
男
は
俗
人
か

僧
侶
か
」
と
訊
か
れ
た
際
に
「
わ
か
り
ま
せ
ん
、
頭
を
見
な
か
っ
た
の
で
」

と
答
え
た
話
が
紹
介
さ
れ
「
な
ど
か
頭
ば
か
り
の
見
え
ざ
り
け
ん
」
と
結

ば
れ
た
章
段
で
あ
る
。
両
段
に
は
同
様
の
結
語
が
見
ら
れ
る
た
め
「
心
相

似
タ
リ
」
と
、
関
連
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

九
八
段
で
は
「
シ
ャ
セ
マ
シ
セ
ス
ヤ
ア
マ
シ
此
下
第
百
廿
六
段
ャ
ラ

ン
ニ
ア
ラ
タ
メ
テ
益
ナ
キ
事
ヲ
ハ
改
ヌ
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
ト
ア
リ
其
段
二
同
シ
」

ル
ヲ
モ
別
段
ト
ミ
ル
類
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
本
段
で

は
一
九
六
段
に
見
ら
れ
る
「
此
殿
」
と
い
う
言
葉
が
省
略
さ
れ
た
表
現
で

あ
る
の
に
着
目
し
、
「
資
朝
ノ
事
ヲ
云
ト
テ
此
人
東
寺
ノ
ト
書
タ
ル
ヲ
モ

別
段
ト
ミ
ル
類
」
と
他
の
章
段
を
例
に
挙
げ
、
別
段
と
見
な
す
根
拠
と
し

て
い
る
。
こ
の
「
資
朝
ノ
事
」
と
は
、
一
五
―
一
段
・
一
五
―
―
一
段
・
一
五
四

段
の
日
野
資
朝
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
た
一
連
の
章
段
の
中
の
―
つ
で
あ
る

一
五
四
段
を
指
し
て
い
る
。
一
五
四
段
で
は
、
資
朝
卿
が
雨
宿
り
を
し
て

い
た
際
に
体
に
障
害
の
あ
る
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
、
曲

が
り
く
ね
っ
た
鉢
植
え
の
木
を
愛
で
る
の
は
障
害
の
あ
る
者
を
愛
で
る
の

と
同
じ
だ
と
興
醒
め
し
て
、
全
て
捨
て
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
一
五
四
段
は
「
こ
の
人
、
東
寺
の
門
に
雨
宿
り
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
」

と
始
ま
り
、
別
の
章
段
で
あ
る
が
資
朝
の
名
前
は
「
こ
の
人
」
と
省
略
さ

れ
た
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
他
の
章
段
に
お
け
る
章
段
区
分
の

用
例
を
引
用
す
る
こ
と
で
本
段
の
章
段
区
分
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
本
段
で
は
「
随
身
警
躁
ノ
事
ナ
ト
ア
ル
ホ
ト
ニ
別
段
ト
ナ
シ
タ
ル

欺
」
と
あ
り
、
章
段
内
容
か
ら
も
別
の
章
段
す
る
理
由
を
推
測
し
て
い
る
。

こ
の
「
随
身
警
蹄
ノ
事
」
と
は
本
文
中
の
「
社
頭
に
て
警
躁
い
か
が
侍
る

べ
か
ら
ん
」
「
随
身
の
ふ
る
ま
ひ
は
、
兵
使
の
家
が
知
る
事
に
候
」
を
指
し

て
お
り
、
本
段
は
通
基
公
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
た
章
段
で
あ
る
一
方
、
有

職
故
実
的
な
内
容
が
含
ま
れ
た
章
段
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。
本
段
の
次

の
一
九
七
段
は
「
定
額
」
に
つ
い
て
『
延
喜
式
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
章

段
で
あ
り
、
そ
の
次
の
一
九
八
段
は
「
楊
名
」
に
つ
い
て
『
政
事
要
略
』

が
引
用
さ
れ
た
章
段
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
六
・
一
九
七
・
一
九
八
段

は
、
い
ず
れ
も
有
職
故
実
的
な
内
容
が
含
ま
れ
た
一
連
の
章
段
と
し
て
捉

と
あ
る
。
こ
の
「
百
廿
六
段
」
は
現
在
の
―
二
七
段
で
、
「
あ
ら
た
め
て

益
な
き
事
は
、
あ
ら
た
め
ぬ
を
よ
し
と
す
る
な
り
」
と
、
無
益
な
行
動
を

諫
め
る
言
葉
が
書
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。
一
方
、
九
八
段
は
『
一
言
芳
談
」

を
引
用
し
「
し
や
せ
ま
し
、
せ
ず
や
あ
ら
ま
し
と
思
ふ
事
は
、
お
ほ
や
う
は
、

せ
ぬ
は
よ
き
な
り
」
と
あ
る
。
両
段
は
、
い
ず
れ
も
無
益
な
行
動
は
し
な

い
方
が
よ
い
と
い
う
意
の
言
葉
で
あ
る
た
め
「
其
段
二
同
シ
」
と
捉
え
ら

れ
る
。
ま
た
一
―
―
七
段
の
注
に
「
ア
ラ
タ
メ
テ
益
ナ
キ
事
ハ
上
九
十
九

段
ニ
シ
ャ
セ
マ
シ
セ
ス
ヤ
ア
ラ
マ
シ
ト
云
二
心
口
通
ヘ
リ
」
と
あ
り
、
両

段
を
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
を
促
す
注
が
両
段
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。

1
0
六
段
で
は
「
高
野
ノ
セ
ウ
ク
ウ
上
人
此
上
人
伝
記
未
考
之
此
段
阿

字
本
不
生
ノ
段
卜
同
類
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
こ
の
「
阿
字
本
不
生
ノ
段
」

と
は
一
四
四
段
を
指
し
て
い
る
。
一
四
四
段
は
、
栂
尾
の
上
人
が
馬
を
洗
っ

て
い
た
男
の
「
足
」
と
い
う
言
葉
を
梵
語
の
「
阿
字
」
と
聞
き
間
違
え
尊

い
馬
だ
と
勘
違
い
す
る
。
そ
し
て
上
人
が
「
誰
の
馬
な
の
か
」
と
男
に
訊
き
、

「
府
生
殿
」
と
答
え
た
の
を
「
不
生
」
と
聞
き
間
違
え
感
涙
し
た
逸
話
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
一
〇
六
段
は
、
高
野
証
空
上
人
が
馬
を
引
い
て
い

た
男
の
せ
い
で
堀
へ
と
落
ち
た
際
、
相
手
の
男
へ
仏
教
用
語
で
詰
っ
た
が
、

相
手
か
ら
何
と
仰
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
、
「
尊
か
り
け
る

い
さ
か
ひ
な
る
べ
し
」
と
締
め
括
ら
れ
た
章
段
で
あ
る
。
両
段
と
も
尊
い

上
人
と
素
朴
な
男
が
登
場
す
る
構
成
が
共
通
し
て
い
る
た
め
、
同
類
の
章

段
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

一
九
六
段
で
は
「
此
段
前
ノ
余
論
也
此
殿
ト
ハ
久
我
ノ
内
府
ヲ
指
テ
ミ

ル
ホ
ト
ニ
一
段
ト
ナ
ス
ヘ
キ
事
ナ
レ
ト
モ
随
身
警
躁
ノ
事
ナ
ト
ア
ル
ホ
ト

二
別
段
ト
ナ
シ
タ
ル
欺
此
前
二
資
朝
ノ
事
ヲ
云
ト
テ
此
人
東
寺
ノ
ト
書
夕

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
寿
命
院
抄
』
で
は
一
九
五
段
・
一
九
六
段
を

別
の
章
段
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
な
が
ら
も
継
承
し
、
近
接

す
る
章
段
内
容
の
解
釈
や
他
の
章
段
に
見
ら
れ
る
用
例
を
引
用
す
る
こ
と

で
新
た
に
章
段
区
分
の
根
拠
と
な
る
情
報
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

『
寿
命
院
抄
』
の
注
釈
で
は
、
こ
れ
ら
の
章
段
で
遠
隔
章
段
間
の
関
連
性

が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
注
記
も

当
該
章
段
間
の
関
連
性
が
的
確
に
評
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
六
段
の
注

で
は
章
段
区
分
の
妥
当
性
の
根
拠
を
他
の
章
段
の
用
例
か
ら
見
出
し
て
お

り
、
『
寿
命
院
抄
』
は
『
徒
然
草
』
を
各
章
段
と
し
て
で
は
な
く
、
一
冊
の

書
物
と
し
て
全
体
の
関
連
性
を
意
識
し
な
が
ら
詳
細
に
読
ん
で
い
た
姿
勢

が
伺
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
『
寿
命
院
抄
』
と
い
う
注
釈
書
の
―
つ
の

特
徴
と
し
て
、
遠
隔
章
段
と
の
関
連
性
を
意
識
し
な
が
ら
読
む
の
を
促
す

注
記
が
見
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
論
文
で
は
『
寿
命
院
抄
』
の
注
に
お
け
る
章
段
間
の
関
連
性
の
捉
え

方
を
中
心
に
検
討
し
、
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
と
し
て
の
注
釈
姿
勢
を
検
討

し
て
き
た
。
表
1
・
表
2
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
寿
命
院
抄
』
で

は
近
接
章
段
お
よ
び
遠
隔
章
段
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
数
多
く
の
注
記
が

見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
注
記
は
い
ず
れ
も
妥
当
性
の
高
い
内
容
と
な
っ
て

お
り
、
ま
た
各
章
段
の
関
連
性
を
意
識
す
る
こ
と
で
よ
り
『
徒
然
草
』
に

対
す
る
理
解
が
深
ま
る
。
は
じ
め
に
で
記
し
た
よ
う
に
、
『
寿
命
院
抄
』
は

『
徒
然
草
』
の
各
章
段
に
番
号
を
付
す
こ
と
で
章
段
区
分
を
明
確
に
し
た
注

釈
書
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
注
釈
内
容
を
見
れ
ば
、
『
寿
命
院
抄
』
で

お
わ
り
に
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関連性の指
章段 摘されてい 表 1、『寿命院抄』で近接章段との関連性に言及した注 指摘者

る章段
後ノ世ノ事心— 此段尤殊勝也源氏カホル大将ナトノ行跡思ヒ合スへ

4 1 ・ 2 ・ 3 キ也前三段二大カタ人間界ノアラマホシキ事ヲイヽックシ此段ヨリ後久保田
世ニウツル次第眼ヲ付ヘキ也

11 10 ・ 11 
神無月ノ比 此段前段卜同類也柑子ノ木ヲカコイ籠タルト徳大寺殿ノ

久保田縄ヲハラレタルト皆家居二付テ事サマヲハカリタル也

14 13 ・ 14 
和歌コソナヲヲカシキ物 ナヲノ字—吟味アリ上ノ段ノ文選文集ナト

久保田ヘアタリテ見ルヘキ也ヲカシキハ面白キ也

23 22 ・ 23 
オトロヘタル末ノ世トハ 此段ハ前段—ハ上代ヲシタヒタル事を述夕

久保田リ妥ニテ又末ノ世トハイヘトモ禁中ノ義ヲホメテ書タリ
風モ吹アヘスウッロフ人ノ心ノ花— 此段冊ノウツリカハリ心ノ外ニ

26 25 ・ 26 ナリ行事ノアハレヲノフル也前段二類スル也桜花トクチリヌルトモオ 久保田
モホエス人ノ心ノ花ニソアリケル
此段ヤサシキ風情前段—同シ枕草子ヲ以ァ書タリソノ比イタウスイタ
ルモノニイハレ心ハセアル人ノ九月ハカリニイキテ有明ノイミシウキ
リミチテオモシロキニ名残オモヒ出ラレントコトハヲックシテイツル
ニイマハイヌラントトヲクミヲクルホトエモイハスエムナリ出ルカタ

32 31 ・ 32 ヲミセテ立カヘリタテシトミノ間ニカケニソイテ猶イキャラヌ様ニイ 久保田
マータヒィヒシラセントオモフニ有明ノ月ノアリツ、モト忍ヒヤカニ
ウチィヒテサシノソキタルカミノカシラニモヨリコス五寸ハカリサカ
リテ火ヲサシトモシタルヤウナリケルニ月ノ光モヨホサレテオトロカ
ルヽ心チシケレハヤヲラ出ニケリトカタリシカ

37 35・36・37 朝夕隔ナクナレタル人ノ 以上二段男女トモ—心ッカビアルヘキ事也 久保田

44 43 ・ 44 
アヤシノ竹ノアミ戸ノウチョリ 此段又エンニャサシキ風情上段二通

久保田ツル也

52 51 ・ 52 
仁和寺ニアル法師 此段モ前段ノ心也結句二先達ハアラマホシキ也卜

久保田云ヲ以テ肝心トスル也

54 52 ・ 53 ・ 54 
御室—イミシキ 以上二段ハ皆仁和寺ノ事也書出ヲ筆法ヲ少シカヘァ

島内書タリ

54 53 ・ 54 
アマリニ興アラントテ此結句上ノ段卜両段ニカ、ル也常二心ニカクへ

島内キ事也

56 56 ・ 57 
久シクヘ夕、リテ 此段カクレナシ但此下卜此段ハ人前ニテ物カタリ

島内ナトスヘキタシナミヲ書タリ

59 58 ・ 59 
大事ヲオモヒタ、ン人ハ 前段ノ余論也大事トハ世ヲ捨ル義也ー大事

島内
因縁卜仏モ説玉フ也

75 
74 ・ 75 ・ ツレ、、ワフル人ハイカナル心ナラン 前段余論也静ニシァ性ヲ守事

島内
76 ・ 77 ・ 78 ヲ肝要トスル義也

76 
74 ・ 75 ・ 世ノオホエ花ヤカナリ 此段カクレナシ前段ノ学問等ノ諸縁ヲサヘヤ

島内
76 ・ 77 ・ 78 メヨト云ヲ殊更法師ノ上二引ウケテ次第シタル也

77 
74 ・ 75 ・ 世ノ中ニソノ此人ノモァ 前段ノ余説也カクレナシ

島内
76 ・ 77 ・ 78 

78 
74 ・ 75 ・ 今ヤウノ事トモ 是又前ノ段ヲウケテ書タリ

島内
76 ・ 77 ・ 78 

80 80 
法師ノミニアラス 前段二法師ハッハモノ、道ヲタテト云ヲウケァ書

久保田
タリノミノ字ニテ上達部殿上人マテモカ、ル也
内外ノニモ章段ノカケタル事ノミ 内トハ仏道外トハ儒書也天台止観
モ十段ノ内七段マテアリ三段カケヌルト也毛詩モ三百十一篇二孔子ノ

82 82 ・ 83 閾定メラレタレトモ六篇カケテ三百五篇アリ大学二格物到知ヲ朱窯補 島内
之其外内伝外伝文章篇段ノカケタル事不可勝計也此段井下ノ段充満ヲ
慎タル義也歌器ノ教誡ヲ示スモノ也
法師ノヤウニモアラス弘融僧都力詞ヲホメタル也凡出家ハ身ヲステ世

84 82 ・ 84 
塵ヲ赦断スルヲ以テ本トスルニ因テ物哀ヲモ不知情ナキ類ノミ多シ然久保田
ルニ此僧都世人二超過シテユフニャサシキヲ以テ後来ノ法師二知ラシ
ムル也此段又弘融僧都力佳言ヲノフル事前段二同シ。

は
各
章
段
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
数
多
く
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
『
徒
然
草
」
の
注
釈
史
に
お
い
て
『
寿
命
院
抄
』
と
い

う
注
釈
書
は
、
各
章
段
に
数
字
を
振
っ
て
分
け
る
形
式
を
広
め
た
こ
と
で

章
段
と
い
う
枠
組
み
を
明
確
に
し
た
一
方
、
各
章
段
と
し
て
読
む
の
で
は

な
く
『
徒
然
草
』
を
一
冊
の
書
物
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
持
た
れ
た
注
釈

書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

主

a
｀ヽ
／―-―-ロ

(
1
)
小
秋
元
段
氏
は
「
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
と
「
本
草
序
例
」
注
釈
ー
序
段

を
中
心
に
ー
」
（
関
西
軍
記
物
語
研
究
会
編
『
軍
記
物
語
の
窓
』
第
二
集
、

二
0
0
二
年
・
和
泉
書
院
）
の
な
か
で
、
『
徒
然
草
』
の
特
徴
で
あ
る
「
序
文
」

と
い
う
問
題
を
、
宗
巴
の
学
問
的
背
景
を
基
に
解
き
明
か
し
て
い
る
。

(
2
)
本
論
で
の
『
寿
命
院
抄
』
の
引
用
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
徒
然
草
寿

命
院
抄
』
（
書
誌

ID200015457)
に
拠
り
、
適
宜
吉
澤
貞
人
『
徒
然
草
古

注
釈
集
成
」
(
-
九
九
六
年
・
勉
誠
社
）
を
参
照
し
た
。
以
下
の
寿
命
院
抄

の
引
用
は
こ
れ
に
準
じ
る
。

(
3
)
『
徒
然
草
』
の
写
本
に
お
け
る
章
段
区
分
の
問
題
は
、
長
橋
祥
子
「
『
徒
然
草
」

の
構
成
に
つ
い
て
ー
写
本
区
分
か
ら
の
再
考
」
（
『
上
越
教
育
大
学
国
語
研
究
』

二
五
‘
―

I
O
I
―
年
・
ニ
月
）
に
詳
し
い
。

(
4
)
島
内
裕
子
「
『
徒
然
草
拾
穂
抄
』
の
注
釈
態
度
ー
近
世
前
期
の
徒
然
草
注

釈
書
を
展
望
し
な
が
ら
ー
」
（
『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
三

0
巻
、
二

0
1
―――

年
・
三
月
）

(
5
)
島
内
裕
子
「
徒
然
草
古
注
釈
書
の
方
法
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
」
か
ら
『
野

槌
』
へ
」
（
『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
一
八
巻
、
二

0
0
一
年
・
三
月
）
で
は

「
野
槌
』
の
特
徴
と
し
て
「
『
野
槌
」
に
お
い
て
は
、
徒
然
草
の
章
段
を
連
続

的
に
捉
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
個
々
の
独
立
し
た
も
の
と
し
て
注
釈
を
付
け
て

い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)
土
屋
博
映
「
『
徒
然
草
』
の
研
究
ー
第
二
十
段
に
つ
い
て
ー
」
（
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
文
化
」
第
一
―
号
、
二

0
一
七
年
・
三
月
）

(
7
)
島
内
裕
子
「
徒
然
草
古
注
釈
書
の
方
法
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
か
ら
『
野
槌
』

へ
」
（
『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
一
八
巻
、
二

0
0
一
年
・
三
月
）

(
8
)
本
論
に
お
け
る
『
徒
然
草
』
の
引
用
は
、
安
良
岡
康
作
ほ
か
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
4

4
方
丈
記
徒
然
草
正
方
眼
蔵
随
聞
記
歎
異
抄
」

（
一
九
九
五
年
・
小
学
館
）
に
よ
る
。
ま
た
章
段
数
も
参
考
に
す
る
際
の
利

便
性
を
鑑
み
て
同
書
に
準
じ
た

(
9
)
『
野
槌
」
で
は
本
段
の
冒
頭
で
「
此
段
法
師
の
み
に
も
あ
ら
す
と
云
よ
り
。

分
て
別
段
と
す
る
本
あ
り
」
と
あ
り
、
別
の
章
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
本

が
あ
る
こ
と
を
言
及
し
、
同
一
の
章
段
と
し
て
い
る
。
な
お
以
降
の
『
鉄
槌
」
．

『
な
く
さ
み
草
』
．
『
徒
然
草
文
段
抄
」
等
の
近
世
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
徒
然
草
』

注
釈
書
も
同
様
に
同
一
の
章
段
と
さ
れ
て
い
る
。

(10)
『
野
槌
』
で
は
「
か
く
う
と
ま
し
と
思
ふ
も
の
な
れ
と
」
の
注
で
「
こ
れ
よ

り
わ
け
て
別
段
と
す
る
本
あ
り
。
今
合
せ
て
一
段
と
す
」
と
あ
り
、
別
の
章

段
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
本
が
あ
る
こ
と
を
言
及
し
、
同
一
の
章
段
と
し
て

い
る
。
な
お
以
降
の
『
鉄
槌
」
・
『
な
く
さ
み
草
』
・
『
徒
然
草
文
段
抄
』
等
の

近
世
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
徒
然
草
』
注
釈
書
も
同
様
に
同
一
の
章
段
と
さ
れ

て
い
る
。

（
本
学
院
生
）
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す
み
か

俳
諧
の
大
成
者
と
さ
れ
る
芭
蕉
は
「
旅
を
栖
と
す
」
る
ほ
ど
、
そ
の
人

生
で
多
く
の
旅
に
出
た
。
し
か
し
、
そ
の
人
生
で
九
州
の
土
を
踏
む
こ
と

は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
禄
後
期
に
は
蕉

門
俳
諧
に
親
し
む
俳
人
が
九
州
の
地
に
一
定
数
存
在
し
て
い
た
。
享
保
期

に
入
る
と
野
披
の
度
重
な
る
九
州
行
脚
も
功
を
奏
し
、
九
州
の
地
で
の
蕉

風
俳
諧
へ
の
支
持
を
取
り
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
芭
蕉
の
直
弟
子
で
あ
り
、
美
濃
派
の
祖
で
あ
る
支
考
も

九
州
に
蕉
門
俳
諧
の
種
を
植
え
、
そ
れ
を
安
楽
坊
春
波
が
地
道
に
醸
成
し

て
い
っ
た
。
美
濃
派
の
文
台
授
与
や
秘
伝
の
授
与
な
ど
巧
み
で
戦
略
的
な

経
営
に
よ
っ
て
九
州
俳
壇
の
蕉
門
化
を
盤
石
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
こ
と

は
先
学
に
よ
っ
て
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

対
照
的
に
、
芭
蕉
生
前
の
九
州
俳
壇
は
古
風
の
貞
門
・
談
林
の
俳
風
が

根
強
く
浸
透
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
貞
門
俳
人
の
立
圃
は
筑
前
国
秋
月
藩

主
黒
田
長
興
と
風
交
が
あ
っ
た
ほ
か
、
重
頼
・
季
吟
な
ど
一
門
の
重
鎮
も

九
州
と
は
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
在
九
州
の
貞
門
俳
人
を
多
く
生
み
出
し
た
。

序
89188・89 

日
田
俳
壇
考

I

九
州
で
の
蕉
風
結
実
を
支
え
た
三
俳
人
ー

105 I 104 ・ 105 

110 I 109 ・ 110 ・ 
lll ・ 112 

オク山ニネコマタトイフ 心ノトリ、、二愚ナル事ヲ論シテ前段二次
第ル者也マタトハ物ヲヘタル名敷コ、ラニモネコノヘアカリテネコマI久保田
タニ成テトアリ猫和名集祢古麻
北ノヤカケニキエノコリタル雪イタウ
キ体也
身ヲオサメ国ヲタモタン

前段ニヒトシクエンニャサシ
1久保田

此段前後ノ余義也身安国家可保也
島内

lll I 109 ・ 110 ・ 
111 ・ 112 

116 I 114 ・ 115 ・ 
116 

1181118 ・ 119 

叫136 1135 ・ 136 

1541153 ・ 154 

158 I 158 ・ 159 ・ 
160 

ま
た
、
談
林
派
に
関
し
て
は
祖
師
宗
因
が
九
州
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ

と
も
あ
る
が
、
延
宝
期
に
お
い
て
、
そ
の
弟
子
西
鶴
が
九
州
に
門
下
を
置

き
影
響
を
与
え
た
。
具
体
的
に
は
、
宗
因
と
も
関
係
を
持
つ
筑
前
の
西
海

や
筑
後
の
西
与
、
豊
後
日
田
の
西
国
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
生
前
の
九
州
で
は
、
貞
門
や
談
林
と
い
っ
た
古
風

俳
諧
が
広
く
親
し
ま
れ
て
お
り
、
ま
だ
蕉
風
俳
諧
に
親
し
む
俳
人
は
、
去

来
の
親
戚
筋
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
九
州
の
地
理
的
限
界
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
元
禄
七
年

（
一
六
九
四
）
の
芭
蕉
没
後
の
直
弟
子
た
ち
の
九
州
曳
杖
を
き
っ
か
け
に
九

州
俳
壇
の
蕉
風
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
く
。

豊
後
日
田
と
い
え
ば
、
芭
蕉
の
没
後
に
お
い
て
肥
前
の
長
崎
と
と
も
に

九
州
に
お
け
る
蕉
門
の
一
淵
薮
と
い
え
る
。

風
国
撰
『
初
蝉
」
（
元
禄
九
年
九
月
、
京
都
井
筒
屋
庄
兵
衛
刊
、
鳥
落
人
序
、

自
跛
）
に
は
、
こ
の
日
田
の
俳
人
か
ら
朱
拙
．
寂
芝
・
釣
壺
の
三
名
が
入

選
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
枝
編
『
喪
の
名
残
』
（
元
禄
十
年
十
一
月
、
京
都

井
筒
屋
庄
兵
衛
・
金
沢
三
屋
五
郎
兵
衛
刊
、
半
紙
本
二
、
自
序
、
秋
の
坊
跛
）

と
い
う
芭
蕉
の
三
回
忌
の
追
善
集
が
編
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
紫
道
・

慎

杉

泰

輝
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囲碁双六 此段又前段ノ双六卜云ニタヨリテ書囲碁ハ発始作之双六ハ
自天竺起之云云又孟嘗君見河海持統天皇三年禁制書言故事日烏曹氏作I島内
博陸博陸釆名也即是双六也
寺院ノ号サラヌ万ノ物ニモ名ヲ付ル 此段尤可甘心上ノニ段二名ノキ
コヘヌ事ヲ云テサテ名ヲ付ルニアリノマヽヤスラカナルヲ付ヘシト云1島内
心也
鯉ノアツ物ヲクヒタル日ハ 此段下二雁ノ事ヲ云ントテ先鯉ノ事ヲ云

苔乞正髯五ピ喜1□:/：;~：□;:E且田
盃ノ底スツル事 是ヨリ以下三段常二云事ノアヤマリヲタ、ス也

ノヽM、1--L1

175 175 カクウトマシトオモフ物ナレト 前段ノ用捨也 久保田
186 185 ・ 186 吉田卜申馬乗ノ 已上＿段ハ馬芸ニトツァ用心ヲ云也 久保田

東大寺ノ神典東寺ノ若宮ヨリ 東大寺ノ神輿ヲ内裏ヘフル時其間東寺
二御コシヲ置事也此段前ノ余論也此段トハ久我ノ内府ヲ指テミルホト

[ 196 195 ・ 196 二一段トナスヘキ事ナレトモ随身驚躁ノ事ナトアルホトニ別段トナシ 久保田

： 
タル欺此前二資朝ノ事ヲ云トテ此人東寺ノト書タルヲモ別段トミル類

I 207 
ナルヘシ

206 ・ 207 亀山殿建ラレントァ此段モ上段二心通見怪不怪ノ類也 久保田

t 215 215 ・ 216 
其世ニハカクコソ 其時代ニハ如此ニコソ倹約ニアリタルト也 此段

久保田
井二下ノ段執権ノ人ナカラ質素ヲ用テ奢ヲ極メサルノ教戒也

220 219 ・ 220 何事モ辺土ハイヤシク 前ノ段余論也 久保田

関連性の指
章段 摘されてい 表2、『寿命院抄』で遠隔章段との関連性に言及した注

る章段
女ナトイフモノナクアイ本二子トイフモノト有是シカルヘキ也此段子

6 6 ・ 190 孫ナカラン事ヲ願ホトニ也又下巻ノ五十四段二女トイフ物コソヲノコ 久保田
ノモツマシキモノナレトアリ
ョロツノ事ハ月ミル此段ハ前十九ノ段ニオリフシノウツリカハルヲ書

21 19 ・ 21 タルニ秋コソ面白ケレ春コソ面白ケレト書出タリソノ筆方二同シ月ヲ 久保田
面白卜云出シテ露風水ナト万物二気ヲ転シテ其感ヲ書事尤可甘心者也

81 10 ・ 81 
屏風障子ナトノ 此段モテル調度マテ心ヲ付ル也前第十ノ段二大カタ

久保田
家居ニコソコトサマハヲシハカラルレトアル其類也

98 98 ・ 127 
シャセマシセスヤアマシ 此下第百廿六段ャランニアラタメテ益ナキ

久保田
事ヲハ改ヌヲヨシトストアリ其段二同シ
ナトカ、シラハカリノミエサリケン 此奥二人ニヲクレテ四十九日ノ

90 90 ・ 125 仏事ニアル所聖ヲ請シ侍シニト云段ノ結旬二綴ニテキリ心ミタリケル 久保田
ニャイトオカシトアリ此結句二心相似タリ一段ノ大意モ須同意欺

106 106 ・ 144 
高野ノセウクウ上人此上人伝記未考之此段阿字本不生ノ段卜同類ナル

久保田
ヘシ

127 98 ・ 127 
アラタメテ益ナキ事ハ 上九十九段ニシャセマシセスヤアラマシト云

久保田
二心口通ヘリ

東大寺ノ神輿東寺ノ若宮ヨリ 東大寺ノ神輿ヲ内裏ヘフル時其間東寺

，、、. 196 
二御コシヲ置事也此段前ノ余論也此段トハ久我ノ内府ヲ指テミルホト

154 ・ 196 二一段トナスヘキ事ナレトモ随身驚躁ノ事ナトアルホトニ別段トナシ 久保田
タル敷此前二資朝ノ事ヲ云トテ此人東寺ノト書タルヲモ別段トミル類
ナルヘシ

： ； 
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久保田




